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課
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岐
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縦
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規
定
に
よ
り
、
次
の
道
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の
供
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を
開
始
す
る
の
で
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示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
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平
成
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二
年
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二
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一
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二
週
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岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

県
道 

道
路 

の
種 

類 

春 

日 

揖
斐
川
線 

路

線

名 
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
小
宮
神

字
汁
タ
レ
九
○
○
番
二
地
先
か

ら  

同 

郡
同 

 

町
同
あ
あ
あ
あ

字
土
休
場
八
○
七
番
三
地
先
ま

で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
二
三
・
五 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
二
・
一
二
・
二
一 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

二
〇
・
一
二
・ 

五 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

 

線 

県
道 

道
路 

の
種 

類 

岐 

阜 

美 

濃
線 

路

線

名 

美
濃
市
大
字
大
矢
田
字
桧
本
五

三
五
番
の
五
地
先
か
ら 

 

同 

市
大
字
極
楽
寺
字
改
田
一

三
五
二
番
の
一
地
先
ま
で 

 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
、
二
四
七
・
二 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
二
・
一
二
・
二
一 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

一
〇
・
一
二
・
一
八 

平
成 

一
五
・ 

二
・
二
八 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

線 

県
道 

道
路
の
種
類 

大 

西 

瑞 

浪
線 

路

線

名 

瑞
浪
市
日
吉
町
字
千
原
二
二

八
四
番
二
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
字
同 

二
二

八
五
番
三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

六
・
〇

〜 八
・
〇 

五
・
五

〜 七
・
〇 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

四
六
・
〇 

四
六
・
〇 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 

産
婦
人
科 

内 
 
 

科 

脳
神
経
外
科 

担

当

科

目 

前
田 
洋
一 

若
山 

敦
司 

高
田 

宗
春 

医

師

氏

名 

永
田
眼
科
ク
リ
ニ 
大
垣
徳
洲
会
病
院 

伊
藤
内
科 

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
ク
リ
ニ 

ッ
ク 

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
― 

大
垣
市
林
町
六-

八
五
―
一 

多
治
見
市
太
平
町
三
―
一 

六 中
津
川
市
え
び
す
町
七
― 

三
○ 

勤

務

場

所 

同 同 平
成
二
二
・
一
一
・
二
二 

指
定
年
月
日 



 （771） 平成 22 年 12 月 21 日 岐  阜  県  公  報 第 2 2 1 0 号 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

        

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
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八
十
三
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第
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五
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第
一
項
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す
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で
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科 
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科 
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科 

内 
 
 

科 
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科 

産

婦
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科 

脳
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坂
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村 
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藤 

 

真 
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戸 

伸
明 

岡
田 

隆
雅 

遠
藤
優
佳
里 

足
達 

広
和 

山
田 

昌
夫 

熊
田 

雅
子 

前
田 

洋
一 

若
山 

敦
司 

高
田 

宗
春 

内
田
医
院 

鷲
見
病
院 

木
沢
記
念
病
院 

西
美
濃
厚
生
病
院   

高
山
赤
十
字
病
院 

大
垣
市
民
病
院 

土
岐
市
立
総
合
病 

院 中
濃
厚
生
病
院 

東
可
児
病
院 

う
え
だ
整
形
外
科 

八
幡
病
院 

同 同 同 同 同 多
治
見
市
民
病
院 

永
田
眼
科
ク
リ
ニ 

ッ
ク 

大
垣
徳
洲
会
病
院 

西
美
濃
厚
生
病
院 

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
ク
リ
ニ 

ッ
ク 

各
務
原
市
川
島
松
原
町
四 

○
一
―
七 

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
― 

一 美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古 

井
五
九
○ 

養
老
郡
養
老
町
押
越
九
八 

六 高
山
市
天
満
町
三
―
一
一 

大
垣
市
南
頬
町
四
―
八
六 

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口 

七
○
三
―
二
四 

関
市
若
草
通
五
―
一 

可
児
市
広
見
一
五
二
○ 

多
治
見
市
松
坂
町
一
―
一 

―
五 

郡
上
市
八
幡
町
桜
町
二
七 

八 同 
 
 

同 
 
 

同 
 
 

同 
 
 

同 
 
 

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四 

三 各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
― 

一
五
七 

大
垣
市
林
町
六-

八
五
―
一 

多
治
見
市
太
平
町
三
―
一 

六 中
津
川
市
え
び
す
町
七
― 

三
○ 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
二
二
・ 

七
・
二
六 

外
科
・
ぼ
直 

外 
 
 

科 

脳
神
経
外
科 

外 
 
 

科 

形

成

外

科 

眼 
 
 

科 

外 
 
 

科 

外 
 
 

科 

整

形

外

科 

内 
 
 

科 

担

当

科

目 

和
田 

英
一 

渡
邉 

建
詞 

熊
谷  

守
雄 

湯
澤 

浩
之 

深
澤 

大
樹 

京
兼 

郁
江 

森 

洋
一
郎 

春
日
井
貴
雄 

岡
本 

弘
史 

丹
羽 

啓
之 

医

師

氏

名 

北
方
医
院 

東
可
児
病
院 

土
岐
市
立
総
合
病 

院 同 松
波
総
合
病
院 

多
治
見
市
民
病
院 

同 同 大
垣
徳
洲
会
病
院 

県
立
下
呂
温
泉
病 

院 

本
巣
郡
北
方
町
北
方
一
八 

一
六 

可
児
市
広
見
一
五
二
○ 

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口 

七
○
三
―
二
四 

同 羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八 

五
―
一 

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四 

三 同 同 大
垣
市
林
町
六
―
八
五
― 

一 下
呂
市
幸
田
一
一
六
二 

勤

務

場

所 

同 

二
二
・
三
・
二
一 

同 

二
二
・
八
・
一
三 

同 

二
二
・
七
・
三
一 

同 

二
二
・
一
一
・
一 

同 

二
二
・
一
○
・
一 

同 

二
二
・
八
・
一
九 

同 

二
二
・
三
・
三
一 

同 

二
二
・
三
・
三
一 

同 

二
二
・
三
・
三
一 

平
成
二
二
・
七
・
一 

辞
退
年
月
日 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ナ
ジ
ー 

三 

代

表

者

の

氏

名 
小
板 

順
次 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 
岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
〇
八
七
番
地
七
九 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
近
年
、
合
併
し
た
新
恵
那
市
を
活
性
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
事
業
を
行
い
、
行
政
や
企

業
と
協
働
し
た
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
事
を
目
的

と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
訪
問
看
護
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

  

医
療
法
人
徳
洲
会 

 

大
垣
徳
洲
会
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

名 
 
 

称 

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
五
―
一 

所

在

地 

育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
二
・
一
二
・ 

一 

指

定 

年

月

日 

ユ
タ
カ
薬
局
大
垣
旭
町 

エ
ー
ル
調
剤
薬
局
宮
前
店 

い
も
じ
や
薬
局 

ラ
イ
ン
調
剤
薬
局
高
富
店 

名 
 
 

称 

大
垣
市
旭
町
二
丁
目
二 

中
津
川
市
宮
前
町
七
七
六
―
一 

関
市
鋳
物
師
屋
六
丁
目
一
五
五 

山
県
市
高
富
二
四
五
一
―
六 

所

在

地 

同 同 同 育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

同 同 同 平
成 

二
二
・
一
二
・ 

一 

指

定 

年

月

日 

ニ
コ
ニ
コ
調
剤
薬
局 

ひ
が
し
調
剤
薬
局 

ク
オ
ー
ル
薬
局
よ
う
な
ん

店 た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
郡
上
店 

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
関
店 

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
蘇
原
店 

名 
 
 

称 

関
市
西
本
郷
字
笹
島
一
二
八
―
一 

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
九
―
一
八
―
四 

七 海
津
市
南
濃
町
津
屋
一
四
九
一
―
四 

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
一
二
六
五
―
一 

関
市
西
本
郷
字
笹
島
一
三
〇
―
一 

各
務
原
市
蘇
原
栄
町
二
丁
目
八 

所

在

地 

同 同 同 同 同 育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
八 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
二
五 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
一
八 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
一
二 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
一
二 

平
成 

二
二
・
一
〇
・
一
二 

変

更 

年

月

日 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

退
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

就
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査
の
実
施 

 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第

一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資

格
同
等
認
定
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

水 
 

谷 
 

邦 
 

照 
 

 

一 

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習 

 

１ 

講
習
の
期
日
及
び
時
間 

 
 

㈠ 

第
一
日 

 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
八
日
（
火
） 

 
 
 
 
 

受
付
時
間 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で 

 
 
 
 
 

講
習
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で 

 
 

㈡ 

第
二
日 

 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
九
日
（
水
） 

 
 
 
 
 

受
付
時
間 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で 

 
 
 
 
 

講
習
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で 

 
 

㈢ 

第
三
日
（
修
了
考
査
） 

 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日
（
水
） 

 
 
 
 
 

受
付
時
間 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で 

 
 
 
 
 

考
査
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で 

 

２ 

講
習
の
場
所 

 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室 

 

３ 

受
講
定
員 

 
 
 

三
十
人 

 

４ 

受
講
申
込
受
付
期
間 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日
（
月
）
か
ら
一
月
二
十
七
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

５ 

受
講
申
込
先 

 
 
 

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課 

 

６ 

提
出
書
類
等 

 
 

㈠ 

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
（
以
下
「
受
講
申
込
書
」
と
い
い
ま
す
。） 

 
 

㈡ 

受
講
申
込
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚
（
受
講
申
込
み
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
も
の
） 

 
 

㈢ 
収
入
証
紙
納
付
書 

 

７ 

講
習
手
数
料 

 
 
 

一
九
、
〇
〇
〇
円
（
岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入
） 

 

８ 

受
講
申
込
方
法 

岐
阜
市
古 

市
場
土
地 

改
良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

平
成 

二
二
・
三
・
一 

退 
 

任 

年

月

日 

同 監
事 

役
名 

大 

塚 

一 

市 

宮 

部 

源
一
郎 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
六
一
番
地
三 

岐
阜
市
古
市
場 

 
 
 
 
 

三
九
七
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

岐
阜
市
古 

市
場
土
地 

改
良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

平
成 

二
二
・
三
・
二
八 

就 
 

任 

年

月

日 

同 監
事 

役
名 

松 

岡 
 
 

典 

宮 

部 

義 

秋 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
一
一
番
地
二
五 

岐
阜
市
古
市
場 

 
 
 
 

三
一
〇
番
地
一 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 
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㈠ 

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
受
講
申
込
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈡ 
受
講
申
込
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈢ 

収
入
証
紙
納
付
書
に
一
九
、
〇
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
（
消

印
し
な
い
こ
と
。）。 

 
 

㈣ 

受
講
申
込
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
一
５
の
受
講
申
込
先
に
受
講

者
本
人
が
直
接
持
参
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈤ 

申
込
み
の
際
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書
）
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

９ 

そ
の
他 

 
 

㈠ 

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。 

 
 

㈡ 

一
旦
納
入
し
た
講
習
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。 

 
 

㈢ 

受
講
申
込
者
数
が
定
員
に
達
し
た
場
合
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。 

 
 

㈣ 

講
習
及
び
修
了
考
査
と
も
に
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
及
び
筆
記
用
具
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
修
了
考
査
日
に
は
、
印
鑑
（
認
印
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈤ 

二
日
間
（
十
四
時
間
）
の
講
習
を
受
講
後
、
修
了
考
査
（
一
時
間
）
に
合
格
し
た
者
に
対
し

て
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。 

二 

駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査 

 

１ 

認
定
考
査
の
期
日
及
び
時
間 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日
（
水
） 

 
 
 
 

受
付
時
間 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で 

 
 
 
 

考
査
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で 

 

２ 

認
定
考
査
の
場
所 

 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室 

 

３ 

認
定
考
査
受
検
資
格 

 
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈠ 

道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
の
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
三
年
以
上
で
あ
る
者 

 
 

㈡ 

確
認
事
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
っ
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ

る
者 

 
 

㈢ 

㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
経
歴
を
有
す
る
者 

 

４ 

申
請
受
付
期
間 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日
（
月
）
か
ら
一
月
二
十
七
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

５ 

申
請
先 

 
 
 

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課 

 

６ 

提
出
書
類
等 

 
 

㈠ 

認
定
申
請
書 

 
 

㈡ 

認
定
申
請
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
） 

 
 

㈢ 

二
３
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 
 

㈣ 

収
入
証
紙
納
付
書 

 

７ 

認
定
手
数
料 

 
 
 

四
、
五
〇
〇
円
（
岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入
） 

 

８ 

申
請
方
法 

 
 

㈠ 

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
認
定
申
請
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈡ 

認
定
申
請
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈢ 

収
入
証
紙
納
付
書
に
四
、
五
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
（
消
印

し
な
い
こ
と
。）。 

 
 

㈣ 

認
定
申
請
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
二
５
の
申
請
先
に
申
請
者
本

人
が
直
接
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈤ 

申
請
の
際
、
申
請
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書
）
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

９ 

そ
の
他 

 
 

㈠ 

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
請
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。 

 
 

㈡ 

一
旦
納
入
し
た
認
定
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。 

 
 

㈢ 
認
定
考
査
に
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票
、
筆
記
用
具
及
び
印
鑑
（
認
印
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

㈣ 

認
定
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。 

三 

注
意
事
項 
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１ 

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
途

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

２ 

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
駐
車

監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
の
際
、
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
欠
格

事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

３ 

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
も
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確

認
事
務
の
委
託
を
受
け
た
法
人
に
属
さ
な
い
限
り
、
駐
車
監
視
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。 

四 

講
習
及
び
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先 

 
 

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課 

 
 

電
話
〇
五
八
―
二
七
一
―
二
四
二
四 

内
線
五
一
二
五 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 


